
医療のかかり方普及促進事業

【課題】

○ 働き方改革実行計画（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）等を踏まえ、「医師の働き方改革に関する検
討会」において、平成31年3月までに結論を得るべく医師の労働時間短縮・勤務環境改善策等について議論されて
いる。同検討会の「中間的な論点整理」（平成30年2月27日）において、医師の勤務負担軽減・労働時間短縮に向け

ては、医療提供者側の取組だけでなく、患者やその家族である国民の理解が欠かせないため、医療機関へのかか
り方を含めた国民の理解を得るための周知の取組を関係者が一体となって推進する必要があるとされている。

（事業内容）

・国民（患者）の医療機関へのかかり方に関する意識と行動の変革及び医療機関の負担軽減に向けた具体的な取組を推進するための
国民運動の展開
・適切な医療のかかり方について国民が理解しやすいように、分かりやすく情報を整理したウェブサイトの構築、啓発資料の作成
・多様な取組主体が参画し、国民運動を広く展開していくためのイベント開催等の実施

厚生労働大臣表彰

ポスター等啓発資料の提供

医療関係者、企業、行政等が参画する国民運動の展開

イベント開催
・適切な医療のかかり方についての周知啓発

・関係機関・団体等による適切な医療のかかり方を広める取
組事例の展開

・医療機関における勤務環境改善等の取組事例の展開

ウェブサイトの構築

※広告代理店等に業務委託

平成３１年度要求額
４４３，８５３千円（０千円）

第１回 上手な医療のかかり方を広めるための懇談会 参考
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